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ドイヅ電機工業大経営の人事・労務管理

一一19世紀中葉のドイツにおける職員層の状態(2ト一一

今久保幸生

I は じ め に

19世紀末以降に大量に登場するドイツの職員層の特質および当時の「職員問

題」の内実を把慢 Fるためには，問題の歴史的山発点をなしたところの， 19世

紀中棄の個別企業内に既に確立していた「労働者と職員の差異」の諸相を明ら

かにする必要がある。前稿ではこうした観点に立って， 1847-73年の電機工業大

経営，合名会社ジーメンス・ハルスケ電信機製作所ベルリン本社(以下 S&H

社と略す〕を事例として，同社をとりまく職員市場の構造および同社の業務管

理秩序における職員の位置を労働者のそれとの対比において分析し，次の諸点

を明らかにした九即ち， 当時の職員市場は，職員の絶対的供給不足と広汎な

独立可能性を特徴としていたこと，そうした市場的背景のもとで， 1847-67竿の

「マヌファクトクアJS & H社の職員は，労働者と比へた場合「雇主の補助

者」ないし「支配の担い手」として経営に対する著しし、自立性をもち，未だ完

全に賃労働者化していなかったこと，しかし67-73年の「工場」への推転のなか

で，職員全体としては経営に対する初期的自立性を維持しつつも，下級職員の

場合そうした自立性は失われはじめ，この意味での「プロレタリア化」の端緒

が現われはじめたこと，である。ひき続き本稿では，主として当時の S& H 

社が，以上のような職員の状況に規制されつつ彼らを人事管理の対象として如

何に秩序づけたかを，労働者に対する労務管理との対比において検討し，職員

1) 拙稿|ドイツ電機工業大経営における職員眉目位置について一一19世紀中葉山ドイツにおける
職員層の状態111-c京大『経済論叢』第121巻第6号， 1978年，を参照。
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層のおかれた客体的状況を更に詳しく解明したい。その場合，時期区分につい

ては，経営形態の変化を指標に1847-67年と67-73年とに二分した前稿と異なれ

1847年から1872年10月までを 括して扱うこととする。 67年からの「工場」へ

の推転過程は生産・労働過程における職員と労働者の位置にかなりの変化をも

たらしたとはいえ，さしあたり72年10月までの人事・労務管浬には質的変化が

認められなし、からである幻。

II ヴヱ J~ナー・ジーメンスの人事・労務管理の理念

まずはじめに， S & H 社の創業者であり， 1890年の引退に至るまで一貫し

て人事・労務管理の総括的裁量権を保持していた社主のヴェルナー・ジーメ γ

ス WernerSiemens の人事・労務管理の理念を分析し， とりわけ彼の理念に

お円る職員と労働者の区別の観点の有無，区別の観点がある場合その具体的内

容の如何，を明らかにすることとしよう。

まず，管理対象としての S & H社職員・労働者はジーメンスにとってL、か

なる存在として捉えられ，またジ メンスは彼らにいかなる「従業員」的資質

を要求したであろうか。前稿で述べたように， i有資格で同時に忠誠心のある

従業員」の不足の問題は， S & H 社の企業的鉱張の陸路として繰り返し現わ

れた管理問題であった。したがって，ジーメ γλ をはじめとする経営首脳にと
ベアムテ y

つては， i確固たる労働者・官僚基幹士形成することJ3¥つまり，職員と労働

者を長期的に経営に定着させ，彼らに企業帰属意識や企業忠誠心をうえつける

ことが，人事・労務管理の共通の課題とならざるをえなかった久しかL.，ジー

メンスは職員と労働者を同質の管理対象として捉えでいた訳ではない。まず.
宅"~アル qイ，【

彼にとって職員は自立伴の高い「共働者」であり S&日社の権力・情報中
ペアムテ

枢に参与する「官僚」であった。しかも，彼らはしばしば自己の自立的立場を

利用した「利害分離主義」的な「果てしない詐欺行為」によりジーメンスを悩

2) S&H社の人事労管務理の性格は1872年同月12日の「普働者・時両年金・開遺児金庫」
の設置を画期として変じするが，この問題担究明は職員の主体的状況を分析する続稿に委ねたい.

3) K. Bur1】叩ne，W町 "nerSiemens al~ 晶zi.alpolit扱er， M加chen 1932， 15. 
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ませているのである叫 したがって，彼は経営の中枢をゆるがす「当社のアキ

レス鍵J=r官僚達」に対L 専門的資格とともに，なによりもまず S&H社

およびそり社主に対する人格的忠誠心を要求した。彼はこの要求基準を，職員

の「プロ νタ担ア化」が進行しつつある1880年代に至ってもなお保持していた

ように忠われるヘ他方，労働者については r有能な機械工の不足J，r芸術

家気取りの仕事J，r芸術家諸氏の過度の怠惰」の問題と Lてジーメンスに意識

された九つまりこの場合は主土して技能や熟練および工場労働への適応性が，

要するに S&H社が必要とする特定質量の労働力の確保と陶冶が主眼とされ

たのである。

では，そうした要求の質の異なる職員と労働者を，ジーメ γスは如何に管理

しようと考えたか。これに関して彼はおよそ， (1)自由主義的立場， (2) rへん・

イム・ハウゼ的観点J，(3)プロイセン官僚制的秩序感覚の三つの要素からなる

管理の理念を1872年までに確立しており，またそれを1890年の引退に至るまで

保持していたということができる。以下，各要素の一般的性格，そこにおける

職員と労働者の区別，について検討したい。

(1) ジ メンスが自由主義的立場の持ち主であったことは，彼が進歩党の共

同結成者となったことからも知られるが，この立場は人事・労務管理，ないし

労資関係の珂では，まず封建的な「束縛された労働関係」の廃棄と， r自由な

労働関係」の形成=産業資本による専制的賃労働支配という二重の性格を持ョ

てし、た九すなわち，彼は一方で，ベルヲ γの主要機械工場主と共にプロイセ

γ 内務省に，団結禁止 (1845年一般工業法〉の廃止，労働者の移動と定住の白

4) 1857， 58， 60 ，63年のジーメンスの書簡ロR.Ehrenberg， i.Jie Unternehmr削~gen der Brud，初
Siemeηs， Jena 1906， 408-412， 4'陪5

5) r，経営官僚を評価する際の私の基準は，被れが自己申利害を会社の利害の上位に置かないかど
うかにあるJ (1880年白書簡.1， K目 :ka，U1山 rnehmensτ四 waltungund Angestellten 

schaft a市 B訂正pielSiemens 1847-1914， Stuttg町 t1969， 80)。

6) 1854，57，，58年の書簡，Ebd.， 65 f.， Ehr四 berg，Das Wesen der neuzeitlichen Unternehmung， 
in: Archiv fur exakte Wir官 chaftsforschung.&1. 1， 1906， 54 

7) W. v. Siemens， Lebenserfnnerungen. Berlin 1893， 187. Vgl. L. H. A. Geck， Die sozi 
alen Arheitsverhaltnisse im Waηdel der Zeit， Berlin 1913， 61 f 
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由，を要請する請願書を提出した。これは， ドイツ産業資本による封建的労働

関係からの自立化 I自由な」資本・賃労働関係の確立の宣言に他ならないヘ

しかし他方で彼は，団結の自由の実質的行使，つまり労働者・被傭者の労働力

の集団的取引〈殊に争議行為を伴うそれ〕はこれを峻拒した。かかる行為は個

人の自由と国民的結集を妨げるものであわ，経済的係争を外部の権力政策に上

って解決する事は〔彼の〕自由主義的立場と相容れぬ， というのである九 要

するにこの場合，ジーメンスの自由主義的立場=1自由な労働関係」観とは，

個別的労働契約の強制，第三者の干渉(国家干渉中労働組合による団体交渉〕

の排除，被傭者との労使協議の拒否を，総じて経営内における産業資本の専制

的賃労働支配の自由を内実とするものであった山。

ところで，ジーメンスは以上の立場を職員に対L. 労働者に対する以上に厳

格に適用する考えであったように思われる。つまり彼は1872年の職工長による

集団的給料引上げ請願を全く受けつけなかった。それは，単なる被傭者でな〈

他ならぬ人格的忠誠関係、で結ばれた「官僚」である p との彼の職員像に反する

ところの不，也、行為とうけとめられたからであった11)0 →万，彼は1870年の労働

争議の際，争議の事実を 応認めつつ 1当社町労働者の希望を知るため」自

ら経営内労働者集会に出席して，彼らの行動が「彼ら自身の利害にすら反して

いる」との説得を行う旨の意思を明らかにしている山。このように彼が労働者

との意思疎通を意図としている点は，職員に対する厳しい黙殺の姿勢と対照的

8) E. Bernstein， Die Geschichte der BeアlinerA品 eiter=Be=egung， Bd. 1， Berlin 1907， 
138 藤瀬浩司「ドイツ産業資本D確立と上からの草命」岡田与好編『近代革命の研賀下巻』東
京大苧山版会， 1973午， 137-138ページをも参照。

9) Burhenne， a. a. 0.， 19-26 
10) こり点は当時支配的であった「主主温マンチェスタ 概」の社会政策曹想，および個別的自由の

算術的肱和としての団結を承認したにすぎない1869年工業法の法理念とも対応している。大河内
一男『独造社会政策思想史』日本評論社， 1936年，第二章，戸塚秀夫 徳永重良編『現代労働問
題』有斐閣1977年.26へ ν固 186舵手代のドイツでは団体交渉権は未だ殆ど確立しておらず「問
結の自由にもとずく団体主渉のうちに，契約申自由 が保障されるJ(藤甑前掲論文， 138へ-

':;)去い。た状況ではなかった。との点については，手場訴H彰「ドイツ第二帝制と団結構〈上)J

『日本苦働協会雑誌』第232号， 197出手.24ページをも参照。
11) Burhenne， a. a. 0.， 24-26， Kocka，仏 a.0.， 123f. 
12) 1870年の書簡。 Burhenne，a. a. 0.， 25 
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であった。しかもこの場合，忠誠ではなく単に被傭者としての利害計算が問題

とされていたにすぎなレのである。

次に，ジーメンスの白由主義的立場には，私利0)合理的追求は結局全体U幸

福に繋がる， との「健康な利己主義」の考え方が含まれており， とくに利潤参

加の形態による金銭的刺激策の根拠としてこれが強調された)3)。このベンサム

的功利主義の企業内労使関係への適用の考え方は，一般的には 方で経営と被

傭者との利害調和(，労働共同体J)凶幻想を生み什tさせ，他方で被傭者間競争

による分断支配を合理化するイデオロギーということになろう。しかしまた，

彼の「健康な利己主義」は，基本的には，自立的で統制の容易でない職員，こ

とに上級管理職の利害を企業の利害に結びつける必要性に規定されたものであ

り，労働者についてはごく若干の者のみがこの考え方の対象とされたにすぎな

由3っ7こ15)。
ヲイヒ

(2) ジーメンスは S & H社を家産的に捉え，私の創った帝国」とも表現

したlelo その彼が「帝国」の蒙交長ゐな専制的支両者として， ，曲がろうと欲

せぬものは折ってしま」う程の「極めて厳格な統制」と「われわれにあくまで

忠実な従業員」への「温情的」で「思いやりある応待」の意志を示したm こと

は容易に理解されうる。この典型的な「へル・イム・ハウゼ的観点」は，第ー

にそれが対外的干渉の排除と対内的専制を合意廿る|操り，彼の白出土義的立場

と重なり合うものである

13) Siemen:s， ι a. 0.， 271， Burhenne， Cl. a. 0.， '14， Koc1三.a，a. a. 0.， B1 

14) Burhenne， a. a. 0.， 25 
15) じ事業の指導に関与している者をその成果に重参加させない白は最大白浪費だ 自ら見通しえず

細か〈菅理できない大企業，それも支社をもっ大企業の場合，軍ザ潤の相当部分を各管理者に分配
してやらなければならない.これが大事業体をうま〈経歯するための基本原則だJ(1868年のジ
ーメンスの書簡 C.Matschos， Werner 晶 mens.Ein kurzgefa.stes Lebensbild， n"efst 
帥 terAustιahl seiner B.円。fe，Bd. 1， Ber1in 1916 (以下 B円 'efeと略す]， 295f.)0 I職員の
統制を意図せず，或いは統制申可能性が少ない場合，その分だけ彼らに対する支払いを良くしな
ければならなし、J (18回年の書簡， Ehrenberg， a. a. 0.， 460)Q VgJ. Kocka， a. a. 0.， 83f 

16) 1887年の書簡， Burhenne， a. a. 0.， 15， 
17) 1856， 57， 68， 87年の書簡。 Ehrenberg，'Unternehmungen， 461， Matschos， Brief弘 125f.， 

295， Kocka， a. a. 0.， 82 
18) 因に， 1869年工業法と「へルイム〕、ウゼ的観点」とD整合性については，手塚"前掲論/
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と後見的保護の関係をも想定しており，被傭者の私生活への干渉を許すもので

もめった問。つまりこの「観点」は，労働力再生産過程の全体に亙る雇主の直

接的人格的な被傭者支配の理念であって，ょの点で，等し〈専制的だが少〈と

も被傭者の人格と労働力処分の形式的自由を前提と~，また非人格的市場機構

による間接支配をこととする自由主義的立場とは区別される'"'。しかし，いず

れにせよこの「観点」は，産業資本による専制的賃労働支配の(当時における〉

特殊ドイツ的形態を理念的に表現した 4のといわなければならなし、'"。

ところで， この「へん・イム・ハウゼ的観点」は， 1857年の彼の書簡からも

明らかなように， r総ての有能な従業員」を会社に「忠実に定着」させ r良
、、精神を喚起」するための管理の理念として彼の中で枢要な位置を占めるもの

といってよいが，その場合に留意すべきことは，彼が「従業員」というとき労

働者というよりもむしろなによりも職員を念頭に置いていたように思われるこ

とである。同じ書簡において，彼は具体的には「職工長と事務所官僚」を挙げ

るのみで，労i動者については一切ふれていないのである。ジーメ Y スにとって

は，職員の忠誠の調達のために彼らをこの「観点」のもとに包み込むことがさ

し迫った問題であった。一方，一般労働者との|私的な交流」を彼は全〈考え

なかった訳ではないが，職員の場合と比べて力の置き方は相対的に弱かったの

¥、文， 22-23へークを参照。
19) 1857年の書簡で被はいう， ，総てD有能な担主韓員と，披らがあたかも私の身内であるかのよう

にたえず私的に主疏L...J(Matschos， B門 efe，126)と.
20) 野村正賞民は， rへル，イム ハウゼ的観点」の内容として，<1:労骨契約に隠しての労資平等，

①「第三者」の介入から自由な個別的骨働契約による費働力売買， CE経営内における資本の専制
的支配Lの三点を挙げられる(，ノレール炭鉱諜における昔資関係の形成」社会政策学会年報第21

集『日本経済と雇用失業問題』御茶刀水書房， 1977年， 187ページ)。が，以上はむしろ「自由
な骨働関係」観の，またはそれと「へル イム・ ρ ヴゼ的観点」とが共通する部分の円容規定に
とどまり，前者と原理的概念的に区別される後者団有の内容が明らかにされていないように思
われる。

21) ジーメンスがこ0)，観点」において常に資本家的合理性を意識していたことは，笹の次の言葉

に明確に示されている。 r.総ての有能な従業員と，彼らが五五よE私白身内であるふる.1:5ιた
えず私的に主流するという私の実践は常に極めて合目的的であることを在明したJ (1857年の
書簡， Matscho此Briefe，126) 0 Iヘル・イム，ハウゼ的観点」およびそれに基づく管理政策の
資ふ主義向性惜につい亡は，野村，前掲論文，藤瀬浩司「第二帝制ドイツ資本主義をめぐるー論
戸ur社会科学の方法』第93号. 1977年， 14へ クをも参照.
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である問。

(3) 元プロイセン軍将校であり同国家官僚でもあったジーメ Yスは， S & H: 

在を「所轄上級官庁」と呼び，自社職員を「官僚」と呼ぶほどの，強烈なプロ

イセン〈文武〕官僚制的秩序感覚の持ち主であった。この感覚は iヘル・イ

ム・ハウピ?的観点」として表現された産業資本による専制的賃労働支配が貫徹

される場合の，特殊の具体的形式を表明したものと考えられるm。そしてそれ
《ル 4 アムテ ウソテルタ ν

は大き<， iお上の首長J=ジー〆 Yスのための「官僚J=職員による「臣民」

=者働者支配の局面ι 「官職Jに対する「人格的責任」の論理を媒介とした，

「首長 J=ジーメンスによる「官僚J 職員支配の局面との，二重の局面をも

つものであったといえる目、

ところで，ジーメンスの官僚的精神を規定した当のプロイセン官僚制におい
同アA テ γ ヲ畠アヘルト=ース

ては，その核心部分に，官僚の地位を定めたいわゆる「官僚関係」の規範

が存在Lていた。そして， ドイツ公法学の定式化によれば「官僚関係」とは次

のようなものであった'"。即ち，第ーにそれは，人格と労働力の形式的分離を

前提とする私法上の労働契約概念では把握されえない，公法上の特別勤務・権
アムト

力関係であり信頼関係である。この関係においては，官職に対する官僚の全人

格的・専一的・終身的献身と忠誠J およひ国家元首に対する特別の忠誠と服従

が倫埋的義務として要請され，そうした要請は官僚の私生活や政治的経済的活

動をも規制よる。第二に，官僚は給料受給や官職にイ寸帯する地位，肩書，栄誉
ライストゥ ν ，

等への権利をもっ。給料は単なる 定労働給什に対する対価ではなく，国家

22) Matschoβ'. B;門 efe，125f当時の職工長り回想によれば，ジ メンスはストライキの恐れのあ
る場合を除き，作業場に姿を見せなかったという固 Kocka，a. a. 0.， 134. 

23) r予め整備された正確な組織，人格的責任，極めて厳格な統制，が絶対に適用されねばならぬ」

(l868年).r曲がろうと散せねものは折ってしまわなければならぬ 確圃たる指揮権を究いては
当社司ように複雑な大経営では事は決してうま〈運ば白からだJ(1887年)とし、ったクーメンス
の言葉もこの関連で理解されうる。 Matschos，B内 :e.fe，295， Kocka， a. a. 0.， 82 

24). Ebd.， 1日of.， 523 
2G) O. H凶 tze，DeζDeamte田 tand，(1.9ユ1)田 ders.，品ziologieund Geschichte. Ges，削 zmelte

Abhandlungen ZUt:' Soziolog/e. Pol曲 hμηdTheσrie der Geschichte， 2. erw. Au丑，

Gottingen 1964. 66-125.なお， 三豆井力『特~!民主力関部論』勤草書房， 1968年， 3-75ページをも
毒照されたい。
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ヲッゲ)."Jセネ

が官僚を身分相応の生活保障によって扶養する形式であり，休暇や病気および

一時的な職務遂行中断時の給料支給，老齢・疾病による勤務不能者への年金等

の給付，遺族の生活扶助もそれに含まれる。昇進や昇給は年功原理によって行

われる。

方，ジーメンスが ζ うした「官僚関係」の規範を強〈豆、識していたことは，

彼の次のような言葉からも容易に推測きれうる。 i特に重要な事は 全官僚

によりよい勤務態度を身につけさせる事だった。私は・ オッドーに弟〕と D
オーバーペへールヂ

(ダネンベノレク=職員〉を上級官庁に擬して彼らの上位に配置した。そじて彼

らはこの官庁にいつでも控訴しうるとともに，逆にこの官庁に対する服従と
ティー Yストアイフアー

精 勤，および誠実な共働の義務をも負うという仕組をつくった。J26)つま

り彼は，自社の職員に対してはとくにこの規範を適用することによって，彼ら

の全人格的忠誠を調達しようと考えていたのである。そして，彼が私法的労働

契約関係との相違を強調するこの「官僚関係」規範を人事管理の理念として持

っていたということは，彼がこの規範を一基準とする職員と労働者の分断支配

を目指していたことをも意味するといえよう。

以上要するに，ジーメンスの人事・労務管理の理念は，自由主義的立場，

「へん・イム・ハワゼ的観点J，プロイセン官僚制的感覚，の三要素から構成さ

れ町J 一応全従業員の企業への定着と忠誠心の維持・喚起を目標としつつも，

各要素において大きく職員と労働者を区別して支配しようとする傾向が強く，

特に職員からは人格的忠誠の調達を，労働者からは主に労働力としての質の健

保をそれぞれ図ろうとするもの Eあった。では，そう Lたジーメンスの理念は

26) 1868年円書簡唱 Ehrenherg，a. a. 0.， 394 

27) コァカはこの理意を@r穏健な，官僚制地切こ合理化された Iヘル イム ハウゼ的観点JJ，ま
たはili>r自由主義的軍究長土轟」と規定している o Kocko，仏 a.O.，但しかし， "訟の場合，ジ
ーメンス白官僚制伊感覚は官僚制一般のそれでなく，同時代申プロイセン官僚制に規定されたも
のCあり，非「合理的J内容をも古ん山、たζ と，ili>甲概念は， r自由主輯」と「家父長土葺」
ないし「へル イム ハウゼ的観点」とを区別する原理的に異質な要因を暖昧にし，またそれ自
身にプロイセ ν官障制の契機を含みえないこと，以上のゆえに各々不適当な概念であると言わな
けn，;(ならない。
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S&H社の人事・労務管理の政策として具体的に如何に実践され， またその

実態はどのようなものであったか。以下この問題を「労働者と職員の差異」の

観点から検討してゆきたい。

III ジーメンス・ハJl-スケ社における人事・労務管理の政策と実態

こζ でまず注目すべきことは，第 に， S & H 社がほぼ創業当初から職員

を「官僚関係」擬制策によって管理したこと，第二に， ζ の擬制策により職員

と労働者を明確に区別して秩序づけたこと，である。すなわも， まず， との
へアムテ アムト ーアネγ.~タ デイー νストツアイト ゲ4 ルト

「官僚関係」擬制策は「官僚j，I官職J，I任問j， I勤務時間 1，I給 料j，
ア νクエこすーツ.，0 ~ yツイプ

「年功原理」といった同社の管理用語が端的に示すように，人事管理全

体に亙っていた。他方』人事・労務管理のほぼ全域は， I官僚」と「労働者」

の階層区分に従い裁然と区別され，その聞に超え難い特権と差別の壁が形成さ

れていた。この区分は身分的階層区分といってよい。以上のことから，さしあ

たりジ メンスの管理の理念のなかで，特に「官僚関係」的規範が S&H社

の人事・労務管理政策の基軸的原理として生かされていることが判明する加。

以下その中味を管理政策の主要部分について検討し，また他の理念がどう実現

されているかもあわせて吟味Lょう o

(1)雇用・昇進管理職員の採用については，前稿でみたように，プロイセ

ン官庁や軍からの縁故募集が目立った。これは「官僚関係」的管理を容易にす

る背景をなしたといえる。契約形態は団体協約でなく，会社首脳と職員との個

別的雇用契約であり，また契約内容が職員毎に異なることを特徴とした問。こ

の点はジーメ Yスの自由主義的・「へん・イム・ハウゼ的」立場を反映してい

る。職員の雇用期間については， 1858牛のジーメンスの書簡が示唆的である。

28) 官理秩序は職位序列jと身分的区分の二本立てであったが，人事・芳晴管理の基軸はあくまでも
身分的階層区分にあった。なお，当時D官庁統計，Jahrbuch fur die amtliche Statistik des 

Pr"もsisch帥 Staats，III， 1869， 585において職員が「工場官僚，建築官僚」という項目によっ
て挙示されていたことは， "官僚関係J的人事管理がドイツ資本主義に広く行われていたことを
推測させる。

29) Ehrenb町 "g，UnternRhmug;叫 87，457 ff.. Kocka， Unternehm四 n併せ刀altung，130 f 



78 (470) 第 125巻第6号

「官僚達は当社で勤続士重ねている。彼らは自己に責任がなしまた当社が彼

らの為に何ら配慮する必要のない場合ですら当社が誰をも解雇 Lない事を経験

的に知っているのだJ30
)，と。つまり彼らに対して初発から， r官僚関係」的

cr地位の終身性j)・「へん・イム・ハウゼ的JC温情的保護〉観点に基づく長

期雇用策がとられていたのである。日72年kS&H社が作成したある雇用契

約書に契約期間の規定がなく， r将来に亙る 共働を希望 LJとlIf昧な表現

が用いられているよと，解雇の場合，作業場長 3カ月，職工長4週間というよ

うに各職員に対し相対的に長期の解約告知期聞が定められた乙と，不足の著し

い技術職員は72年までジーメ Yス自ら子飼い的に養成したこと30，これらもそ

うした長期雇用策との関連で理解されうる""。昇進管理においてもまた，主な

特徴は「官僚関係」的原理の貫徹左いう点にあったn それは辞令の表現に示さ

れているだけではない〔例えば職工長への昇進は「官職保持者」への栄誉ある
エアネ γ買 γp

「任用」ときれた〉山。昇進基準自体に〔能力や業績評価とともに)多かれ少か

れ勤続年数序列としての「年功原理」が適用されていたのである。そしてこの

原理は，労働者に対する職員の特権としての性格も与えられていた。即ちジー

メンスはいう， rハンゼンは当社での勤続が既に長いので機械工のような人々

と同列には扱えなし、J1:'ヘしかし他方， r年功原理」の適用方法は著しく無

規定的かっ宮、意的であった。 r当社は……貴氏を職工長に任用 L，本年 よ

り350ターレルの給料を認与する。当社は貴氏が熱心かっ精力的に職務を遂行
ナウ，ヴアイヤ曳 γ ， y

して今後更に 表彰 の機会を与えられるよう期待するJ (1855年のある昇

任辞令)， rデームス氏は12月 1日より追って通知するまで 補助勤務につく

30) Ehrenberg，ιμ0.， 13D 
31) Kocka， a. a. 0.， 102， 139f. Vgl. Ehrenberg， a. a. 0.， 87， 103， MJ5 
32) この尽に関し，他工莱企業の一事例を挙げれば， Hl3α年頃グーテホフヌ γクスヒーツテは，あ

る工業インスティトゥート卒業生と終身ないし10年間申雇用契約の締結を企図し，また最耕的に
18ヵ月り解約告知期聞をとり決めている。 P.Lundg担 en，Techniker-in Preusen wahrend 

der fruhen Indusm凶lisWrung，Berlin 1975， 259 
33) Kocka， a. a. 0.， 185 
34) 海底電信線敷設スタッフのー職員に関する1859年の書簡。 Ehrenberg，il_ a. 0.， 463 
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ものとするJ (67年の辞令)35)。職員の昇進は国家官僚的な「官職付帯権」刊〉で

はなしいわんや一般的権利でもなかった。それは「へん・イム・ハウゼ的観

点Jに基づく経営の窓意的な恩恵にすぎなかったのである。

これに対し労働者の場合，契約形態が未だ団体協約でなく個別的〈直接〉雇用

契約によった点は職員の場合と同様であるが，職員と異なり， 50年代半ばから

会社が一方的に定めた工場規則に従い，職工長の面前で幽一的に署名する方法

がとられ Cいた問。こり乙とは既に，人事管理と対比した労務管理由相対的非

人格性を示唆している。雇用期間については， 70年代初頭までの熟練工不足の

もとで，彼らに対しても長期雇用策がとられたかのごとくであるが，その根拠

は職員の場合とかなり異質であって，いわば労働力確保の観点を基本とした則。

ジーメンスの自由主義的立場が前面に現われているのであるのそれゆえ不況や

小経営による競争圧力の増大に促されたコスト引下げの要請， 71/72年の専門

工作機導入に伴う労働力不足の基本的解消， とともに鴎賭な〈柔軟な雇用政策
，. -.，.." -ν "'''"トウ νデ ν.-γ

が実践されるととになったロこの点、は， i極めて早期に」日賃銀制が時間賃銀制

に転換されて景気変動に応じた労務費節約と雇用量調節(操短，解雇〉の用意

が整えられたこと，やや後の1875年の労働者用就業規則が「労働関係の解消は

双方の側古〉ら事前通告なしにいつでも可能なものとする」として即時解雇の可

能性を公式に定めるに至ったこと山，に示されている。この政策は職員との聞

に際立つた格差を形成させるものといってよい。労働者の訓練法は，既に手工

業経営で徒弟訓擁をへた熟練工に職工長が追加的速成訓練を施す場合が殆どで

あり，職員の場合のような子飼い的養成は当時問題とならなかった刷。労働者

35) 1王ocka，a. a. 0.， 73， 93 
36】 M.Weber， Wirtschaft und Gesellschaft， 5. Aufl.， T，曲ingen1972， 577 f 

37) Kocka， a. a. 0.， 113 
38) ，常に敏速に生産しうるためには，我々 は良質の労働者を保持していなければならなし、J(1861 

年。ジーメンスの書簡 Ehrenberg，a. a. 0.， 494)。
四，) Burhenne. Werner品。nens.47， Kocka， a. a町0.， 577， Ehrenb町 g，a ι 0.，272 
40) 1870年入社の H マイヤーは S&H社初の徒弟として雇用され，かかるものとして明併的存

在であったという o H. Meyer， Filnfzig Jahre bei Siem朗人 Ber1in1920， 4 
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に対する柔軟な雇用政策と対応するものといえよれ職員への昇格「抜擢につ

いては，古参熟練工または特に有能な熟練工が例外的にその吋象となったが，

60年代末に，設計・技術通信部門へ抜擢された労働者の多くが，不適格者と L

て再度降格され作業場に送り返された事実が物語るように，昇格・抜擢基準と

しては，職工長に昇格する古参熟練工に対する，熟練'"プラス年功の評価を除

けは，基本的に熟練的技能や成績が重視されており，しかも昇格は必ずしも確

定的に保証されず可逆性をもっていたのである。従って，この点にもジーメン
ライストウ νグスグリ >'7イヲ

スの自由主義的立場，およびこれに基づくいわゆる「業績原理」が貫徹

してし、たといえる。

(2)労働時間と休暇 職員の「勤務時間」に関する公式的規定は当時欠如L

てい売。職員，労働者正もに週6日労働制であったが，事実ト存在した職員の

慣行的な所定勤務時間は労働者と対比して相対的に短し 7時間前後であった

とみられる。ただ，残業や日曜出勤もしばしば課されたため実働勤務時聞はや

や長くなったが，その際超過勤務時間への対価が支払われなかったことが特徴

的である，2)。他方，創業時11~12時間であった労働者の労働時間は， 70年に，

「公式標準労働日J10時間と定められ，ややのち，の73年における連続就業方式

の「イギリス式労働時間」でも 9時間とレうように，なお相対的に長時間労働

であった。しかも職員と同じく要求された残業と日曜出勤を加えれば，公式労

働時間の短縮傾向にも拘らず，実働時間としては依然絶対的にも長時間労働で

あったといわねばならない叫。職員との対比で更に留意すべきは，労働者の残

業や日曜出勤には相応の賃銀加給がなされたこと，勤怠時間に苅して労働者に

41) 創業直後の1849年に「職工長に適する人物の不足JCMatschos， B円 'efe，68) が問題となコて
いることは，勤続でなく需品東 技能が選投基車とされていることを示す.

42) 所定勤務時聞は時代が下るにコれて延長繭向にあったが， 1885年の規定でもなお 7.[;時間であ
った.なお， ζの聞職工長のみは耽務の性格上労働者と同時間就業させられた.以上 Kocka，a 

a. 0.， 102， 18δ， 289， Burhenne， a. a口.37 

43) 更に，出来高払い制と連続就業制とが結びつけられて，単位労働時間当りの労働強度が同時に
高められていることも看過Lえない。 Burhenne，a. a. 0.， 37 f.. Meyer， a. a. 0.， 4， Kocka， 

a. a. 0.， 69 
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罰金と賃銀控除が厳しく課されたのに対し，職員はそうした罰則の適用から除

かれていたことである4ペ以上はしかし，職員の勤務時聞が労働者の労働時聞

に比べて短しその管理が相対的に緩やかであったとLヴ程度に留まらない意

味をもっていた。それは，労働者が主に時間で計測可能なく生きた労働〉の給
アムト

付者として扱われたのに対し，職員には各「職務」への「官僚関係」的な人格的

献身，および(権利関係を明確にしなしう 「へルJ ジーメ γ スとの「私的な

交流」が要請されたことの労働時間レベルでの表現に他ならなかったのであるU

そうした関係は休暇の場合にも同様に妥当した。 1873年までは休暇規定も存

存しなかったが，職員には「正当な」理由で申請がな台れる限り休暇が認めら

れJ しかも有給であった。因に1874年の最初の「一般的休眠規定」によれば，
アムト

→年間「職務Jについていた者は以後年14日の「完全有給休暇権」を持つ，と

されている。他方労働者には当時そうした休暇は与えられず，のちの1909年の

労働争議をへて漸〈年 1週間の 部有給休暇が認められたにすぎなし、山。以上

の休暇制度における特権と差別にもジーメンスの管理の理念が貫かれていたこ

とは明らかである。つまりこの格差は，一方で労働者が単に生産の客体的要素

=労働力として扱われたことを示L，他方で職員に対し， I官僚関係」的・「へ

ん・イム・ハウゼ的」な人格的献身の要求への報酬として， I官僚」的な「身分

相応」の生活保障が子えられたことを示すものであった。
グA ルト グラテイヲイコゐァイオーν

(3) r賃金」体系 [AJ 職員の「賃金」体系は， (i)給料， (ii) 賞 与お
タシティ-， イシグZ ントウアプ νーさア

よひ/または利益配当(上級管理職のみ)，ないし期末賞与〔中・下級職

員)， (ili)諸手当，から成っていた。

(i) まず，給料は総て定額の年給与形態であり， 1~3 カ月毎に後払いされ

た。 1860年代目固定給の推移を示す表 1によれば，①利益配当に参加した上級

管理職 (W マイヤー，ハーゼ， ヴアイス〉の給料は各々どの年をとっても一

定額を保っている。それは職位=r位階jを基準として定められたものといえ

44) Ebd.， 69 

45) 以上，ebd.， 102， 344宜
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表 1 S&H社職員。固定給(タ】レル/年〉

一瓦三工一一三~とI 1863 I 1864 I 1師 11蹴

支出入・技師長マイヤー 川町 2，0001 2，C凶 2，0 

帳陸軍係ハ ゼ 7001 7001 7001 7' 

会計係，) 610: 7501 6501 7001 6 

記録係レングナ一 一
使丁 2501 --1 325 

作業場長ヴアイス 700i 7001 7001 7 

資材管理員 一← --1 3 

作業場筆記員 3621 3301 38日 4 

製図員3) 2641 3241 3681 4071 2 

50 

注 1) 18回年はハパシュトルア. 1863年以降はレングフ 。

2) 括弧内田数値は人数を示す.なお， 1860年から63色およひ:1865年から66年に

豆る平均給料D概少は，古種参務仁E長と新顔D職工長とり吏替による@

3) 抽出年から66年に至る給料の誠少は担当者の交替による司
〔出典 Kocka，Unternehmen耳即日alt，帥 'g， 100， 564より作成。

表 2 1872年の S&H社職員の固定給付 νル/年〉

支配人・帳簿係ハーゼ 2，0叫技術通信事務所員(2名)

会旨十係レングナー 1< 1，800:製図員 (5名〉

補助員ロ ツホ

記録係ハルトヴィヒ

法樟顕問G ジ メンス

技師長フリッシェン

実験室長フレリヒ

技師フロムホノレツ

技師 V.へフナ ・アノレテネヅク

実験室員 (2~3名〉

600 

500~600 

800 ー機械技師リーフシュタ ノレ

ー作業場長ショルツ 1，300 

γ
 

J
口

l

ピ
パ

コ

ル

〕

ヤ

ホ

名

佐

佐

日

員

一

補

補

約

長

記

一

長

長

く

業

筆

一

場

場

長

作

場

一

業

業

工

装

業

一

作

作

職

包

作

一

川
副
|
叫
制
帥
酬

田

1
U
L
L
~

問

問

I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
m
r
 

凹
下
∞

7

以

初
日

章。
ヴ
6

500~600 

注 め この場合のみ186&字の給料を表わす。なお空欄ば資料の欠如による巴

[出典JKocka， Unternehm帥 "四"U'altung，565より作成司

る。更に，相互の格付けの際，勤続累進的な「年功原理」も加味されていたとみ

られる。この点は1871年の，ジーメンスの給与政策へのロシア支社長〔彼の弟〕

の批判から逆説的に明らかとなる。 Iなぜハ ゼ〔支配人・帳簿係)の給料が
デイ-"スト

フリッシェ γ 〔技師長〕のそれより多くなければならないのか。それが勤続
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ブルター

年数の長さにのみ基づくとすれば，この理由に私は必ずしも納得できない。元

来私』士山手二百強ν百ーをさほど賛仰していないσ ー 兄さんが簡略化した形

ではあれ積極的にこの方向(年功原理〕で事を図っていることを 私は知っ

ているのだ。J46)しかしまた，以上の相互格付け問題における支社長の批判は結

局採り入れられ，翌72年には70年入社の技師長の給料が60年前入社の支配人・

帳簿係のそれと同額扱いとされるに至った(表2参照〉。この経過は， 1技術集

約的」電機企業 S&H社の上級管理職給与における，職位(，位階」う +1年

功原理J C文配人〕に対する職位(，位階J)十「業績原理J C技師長〕の優位

を示すものといえよう。②中・下級職員の給料決定基準としては，職位 (1位

階J) とともに，ジーメ γスが「積極的に事を図っ」た「年功原理」が昇給と

格付けの基本的尺度であ勺h土推定きれる。平れは，表 1， 3において，職工

表 3 S&H在技師2名の給料〈年収〕の推移(タ】νル/年〉

百瓦一一土I1867 I 1醐 I18印い870い871 I 1872 I 1873 

フロム，t;ノレツ
@ 

@ 

2，363 

1，200 

注 1) フロムホノレツ@の数値は期末賞与を含む年収を表わすと推測される。フロムホルツ⑮と ν
フナ ・アノレテ不ツグの数値は期末賞与を酷〈年給料である.ただし，へフナ aアルテネ
ツグの1867年の数憧りみは週5-6ターレルの賃銀を年当りに換算したもりである c

2) 空欄は資料の主如による.
〔出典) Kocka， Untetヲ"h問 ensver官 altung，136-138より作成。

長，作業場筆記員，製図員，技師 2名の給料が勤続累進的に増加する傾向にあ

ること，同じ職位の技舗でも， 60年前入社の現場上りの古参職員フロムホノレツ

の方が，はるかに有飽だが勤続年数のやや少し、 (67年入社)V.へフナー・アノレ

テネックの給料ないし年収を上回っていること，'jpbも窺われる判。つまり，

46) Ehrenberg， a. a. 0.， 472 

47) 古毒の官僚や業務上申慣行を顧慮して」ヘフナ D昇給位制限されていたという固 E皿 ka，
a. a. 0.， 238 なお，職位と年訪の陪か.各職員の成績や企業の収益も決定基準としてある程度
影響を与えたと思われる園会計係，作業場筆記員，使Tの給料が年とともに波動的推移を示L
また会計係と筆記員申給料減少D年 (64年〕が一致しているからである.年齢や学歴が基準とさ
れたか否かは明らかでないo Vgl. ebd.， 99-101 
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この場合給料はジーメンスの「官僚関係」的規範に従って I身分相応Jの年

功的生活保障給の性格を持たされていたのである。不況時の操短や老齢時の体

力的衰えに余り影響されないこうした職員給与が，後述の|業績原理jによる

労働者の賃銀に比べて際立った特権をなしたことは言うまでもなし、ーへもっと

も以上の給料における特権は，昇進(や後述り期末賞与及び手当)の場合と同

様，客観化された権利でなく会社によって恋意的に決められた4930 社主の「へ

ノレ・イム・ハウゼ」的な恩恵的観点がこの場合もやはり生かされていたのであ

る。

(ii) まず賞与rついてのその実体は必ずしも明瞭でないが，少くとも利益配

当や期末賞与を含む総称概念の場合と，勤続の浅い職員に与えられる利益配当

や期末賞与の予備的形態の場合が確認されうる。即払ロ Y ドY支社の純益か

らまず職員に諸賞与が配分され， 15%は資本積立金に充当され，残額は出資者

間で分配された事実， ロシア支社のー職員が初任給2000ルーフソレ，出張手当 3

/レーブル/日，勤続一年目に賞与 150ノレーフソレ，以後当人の業績に応じて毎年

150ループルの賞与引上げ， という条件の雇用契約を結び，また当人はまもな

く2.5%の率でロシア支社の利益配当を受けるに至ったこと，がそれぞれの場合

を示す例である日〉。予備的形態の場合については，定額であるが支給額が年功

48) l'年功」的給料が他産業企業にも広まっていたことについては次のような事例がある。ある技
柑者は1851年~;:. ~、ルコルト社に年結料 500 タ レルで雇用され，以後毎年50タ レルの昇給をう
け.10年後に 1000タ Vルの年給料を受け取った CMatschos，Ein;iahrhundert 位 utscher

M山 'chinenbau，vi:酎包ぬ7"mechanischen R信吋5帥 :ttebis zur Deutschen Masch同 enf'めrik

1819-1919. Berlin 1922， 67)0 183~年にグ テホフヌγクスヒュッテはある工業インスティ
トヮート卒業生を雇用する際， 6年契約で初任給300ターνル，以後500ターレルになるまで毎年
30，，-，50ターレノレの昇給，という方式を企図していた (Lundgreen.a. a. 0.， S. 259f. Vgl. ebd.， 
265)0 1828年に韮防官書眉コルン(プレスラウ〕に初任給300ターレルで入社したある販売代理人
は..%年に400タ レル.37年に 5凹タ レル.41年には支配人としてlC回タール(うち200ター
レルは手当)の年給料を受けとっている(R.Engelsing， Zur品zialgesehichtedeutscher 
Mittel-開 dUnterscht'chtcn， Gottingen 1973， 76)。商業的職員の場合の同様。事例について

は更に. ebd.， 67， 83， 9らをも毒照されたい.
49) 担に昇給〈や期末賞与〕は会社申「自発的給付J.niti績や「勤勉b精励，きちょうめんさJ.

「踊識の忠実な遂行，への報酬」と解され，会社はこれ，すなわち「当社の満足のしるしをム
「当祉の厚情の新たな証拠をι「貴民の業績」と「忠実な精勤を承認しつつ」与える，という状
況であったo Kocka， a. a. 0.， 105. Vgl. Burhenne， a. a. 0， 48， Eht;enberg， a. a. 0.， 463 
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に応じて引上げられ，しかも支給の際の業讃評価について明確な基準はなく，

経営の窓意的決定の余地を残すという特徴をもっ。それは， S & H 社が 方

で未だ「信頼性と能力」の定かでない新入社員に利益配当等への権利を与える

リスクを避け，他方では彼らをも「官僚関係」的・「へん・イム・ハウゼ」的

観点に基づくいわば年功的生活保障給体系に組み入れ亡，彼らの企業忠誠心を

調達するための政策を示すもりといえよう。次に，利益配当は，純益への一定

比率の形で契約により権利保障され，上級管理職のみを対象とした。企業全体

または各事業所の収益に現われる各管理職の業績を基本的基準とした ζ と(，業

績原理J)はいうまでもない。それは自律性の高い管理職から最大限の企業者

的利潤追求心主引き出して企業全体の利害に結びつけよう正したジーメ Y スの

「健康な利己主義」を投影した政策であった。が，出資者でない管理職にリス

クな〈利点のみを与えるこの政策は， しばしば S&H社の利害に反する「職

員の利益配当渇望」を呼びお ζ したため，この場合にもある程度「人格的忠誠」

が評価基準に加えられることになった印。権利化の程度の最も高い利益配当に

すら社主の「ヘノレ・イム・ハウゼ」的・「官僚関係」的理念が浸透していたこと

は注目に値する。最後に，期末賞与については利益配当参加者を除く勤続半年

~1 年を超える全職員に受給資格が与えられた。その額や率は予め決めら紅ず，

収益〔そのほぼ 5%)や各職員の業績に応じて(毎年末に〉配分され支給きれ

た。もっとも配分額は各職員の給料に応じて格付けされ，給料の1O~15%に相

当したという。しかも業績評価の基準は著しく暖味で経営首脳，殊にジーメン

スの個人的「好意」に依存すること大であった問、それゆえ期末賞与は，ジー

メンスの「健康な利己主義」の 表現でもあるが，むしろそれ以上に彼の「官

50) 主L上， Ehrenberg， a. a. 0.， 87， 407. 
51) I私は(帳簿係の〉ハ ゼの利益配当を引上げた。 彼は未だかつて個人的な金銭的利害に

よる要求を出したことがなしこの点で私は彼を高〈評価しているりだJ (1869年目ジ メンス
の書簡， Ehrenberg， a. a. 0.， 460)。

52) ク メンスは可及的自ら配分D仕事を行い，賞讃や叱責を加えつつ個人的に各「共働者」に期
末賞与を手涯すのが常だった内業績次第で，予期せぬ高額支枯をして職員を驚かせたり，前年に
比べ支給を著しく減らすこともはばからなかったという a 以ム Burhenne.仏 a.0.， 63-66， 
Ehrenberg，ι a. 0.， 471 
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僚関係」的・「ヘル・イム・ハウゼ」的観点に基づくところの， ，身分相応」の

年功的生活保障給体系の一環を構成するものであったといえよう。

(jii) S & H 社(企業全体〕で確認しえた限仇手当は，物価手当，出張手

当，賄い付き宿舎または住宅の貸与(これは現物支給の住宅手当と見るととも

cきる)， といった名目ないし形態 c支給された。その実態は，第ーに， 1855年

にロシア支社長が給料とその10%の物価手当を支払われ，第二に， 54年のロシ

ア支社の 1職員， 68年の印欧電信線敷設^-タッフの 3職員はそれぞれの給料の

ほか一律3ルーブル/日の出張手当を支給されており，第三に， 50年代のロヅ

ア支社の 2職員に賄い付き宿舎が貸与され，また同年代のベルリン本社の社屋

には社主の家族とともに数名の職員が同居させられている叩， という状況であ

った。以上のいず札も，賞与の場合と同様にジーメンスの人事管理の理念(，官

僚」の恩恵的「扶養J)から導き出された年功的生活保障給体系の重要な構成要

素をなすものといえよう。

[B] 労働者の賃金体系については， (i)各形態の賃銀， (ii)期末賞与(当初少
ツアイトローン

数の古参労働者のみ，のち時間賃金の労働者を対象とする)， という構成が確

認されうる;<)。

(i) 賃銀については，支払形態が熟練度別・勤続年数別に区別され，またそ

れが時期を追って変更されたことがまず目につく。即ち S&H社で圧倒的多
グ νル yテ ターグ回一 ν

数を占めた熟練工の賃銀形態は，創業当初手工業に普通の日賃銀であり，技能，

勤続年数，年齢に関わらずほぼ 律の額が定められていたが (1853年の賃銀台

帳によれば，熟練工34人のうち33人までが一律15銀グロッ γ ェンを支払われて
"，...ト，~チンロー ν ァ

いた)， ，極めて早期に」時間賃銀制への転換がなされた。早くも 1858年には出

来高賃銀?聞が採用されたが， 6C年代末まで充分広まらず，専門工作機械が導入

された71/72年以降に支配的形態となった。熟練工のうち若干名の古参労働者
すす，ヘア担 νゲ νル yテ

のみはこの間週賃銀で支払われている。少数り不熟練工には一律の額の日賃

5;j) Ehrenberg， a. a. 0.， 87-89， ~lti. 458. 
54) 也に残業手当等が支払われたと推測されるが詳Lくは不明である。
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ア ジ ダ

銀が支払われたとみられる出〉。専門工作機械の導入に伴って現われ始めた半熟
ぅ'-トウヅデヅ胆 ν 

練工中女工の賃銀形態は不明だが，主に出来高賃銀，場合により時間賃{銀に

よったとみてまず間違いないであろう。
シヨ匹トウソヂン開-~

以上の過程は，大筋としては日賃銀から時間賃銀・出来高賃銀への支配的

賃銀形態の移行として捉えられる。このことは第一に， S & H 社の賃銀政策
ウンタ-，ルク冒ーν ヲイストウ γグ "p-，..

が手工業的な「扶養賃銀」原理から資本制的な「業績賃銀」原理にその支

払基準を転換させたことを意味する"，。ジ メンスの労働者ニ労働力という把

え方が「極めて早期に」前面に押し出され，賃銀は一定質量のく生きた労働〉

への対価としてのみ支払われることになったのである。第二にそのことは同時

に， S & H 社の賃銀政策が景気変動に応じた労務費節約と雇用・労働量調節

の手段とされたことをも意味する。との場合，短縮化された賃銀計算単位時間

( 日から一時間へ〕と「業績賃銀」原理のもとで，景気変動は稼得賃銀収入

の不安定性を，また不況時の操短は稼得収入の減少を必然化した。さらに同じ

原理のもとでは，労働者の体力的頂点、の35~40歳を上昇限度として，稼得賃銀

カーブも以後年齢の増加に逆比例して下降することになった叩。このように生

活の不安定性を結果せざるをえない賃銀と，景気変動や老齢にあまり影響され

ない「身分相応」の生活保障的年功給与との聞の，いわば断層的格差の存在は

もはや明白であろう。ただ，古参労働者に週賃銀形態が適用されたことは，彼

らに対する(職員への〉抜擢策や(次にみる〕期末賞与支給策とともに，賃銀

政策にも部分的に「年功原理」が加味されたことを物語っている悶〉。しかし，

この点も給料と賃銀の質的格差をうめるには程遠いものであった。

55) 以上.Burbenne， a. a 口.47ft. 1王町:ka，a. a. 0.. 67 f.， 107， G. Siemens. Der杭Te宮 der

ElektrotechniιBd. !， Munch白 t1961， 77 f 

56) 馬場克三漏『経蛍学概論』右斐燭， 1969年， 74-75へ 凡

57) Kocka， a. a， 0.. 109 ff.，岨4f.Vgl. v. Bienkowski， Untersuchungen uber Arbeitse唱nung

und Leistungsfahigkeit der Arbeiterschaft einer KabeHabrik，阻止hriftendes Ver，叩凶

fur So.目 'alpolitik，Bd. 134， 1910， 21-28 
58) 週賃銀は「労働者関係J(労務管理〕と吋置員関係J(人事管理〉白中間的局面を示すものとい

われている。 Burhenne，a. a. 0.， 48. 
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(ii) 期末賞与については，当初少数の古参労働者のみが対象とされ，表4か

ら窺われるように，総計 300ターレノレが彼らの間で配分された。その後 (60年
タ 7 イト，， -y

代末からかワ)，時間賃金の労働者全員が支給対象に加えられた。しかし，それ

でも労働者全体への配分率は期末賞与総額の三割前後に留まっており〔表4参

照)， また， 出来高制が普及するにつれて受給資倍者数が減少してゆくことに

表4. S&H社職員の利益配当と期末賞与作】νル/年〕

利益配当" 期 末 貰 与

年
支 配人 帳簿係 作業場長

労働者

マイヤー ハーゼ ヴアイス
額伊分比 額 l百分比 額

1855 2，509 

1856 1，014 203 

1857 1，027 205 

1858 905 自2 300 

1859 1，221 747 3口0

18回 1，733 866 768' 300 

1861 300 

1862 74 37 日60 300 

1863 984 492 707 30日

1864 1，389 694 694 300 

1865 2，219 1，109 1，109 1，096 〔ー〕 796 〔ー〕 3口0 (一)

1866 3，154 1，577 1，577. 2，500 (5，0) 2，150 (86.0) 35日 (14.0) 

1867 2，~日目 1，183 2，900， (5.0) 2，550 (87.9) 350 (12.1) 

1868 4，890 (5.2) 3，900 (79.8) 990 (20.2) 

1869 5，580 (5.1) 4，580 (82.1) 1，0口口 (17.9) 

1870 6，430 (5.2) 4，950 (77.0) 1，480 (23.0) 

1871 9，965 (5.4) 7，725 (77.5) 2，240 (22.5) 

1872 10，500 (5.0) 7，980 (76.0) 2，520 (24.0) 

1873 12，50.0 (5.0) 10，000 (80.0) 2，5口0 (20.0) 

注 1) 支配人の配当率はS&H社企業主体の純益の 5%.帳簿係の場合は S&H社〔ベルリン〕の
純益の2.5%.作業場長の場合S&司社ベルリ γ作業場。純益白2.5%。

2) S&H社ベルリン作業場+c位年から〉ケルコール計測器部門の純益を基準とすQ。
3) 空欄は職員の死亡(マイヤ ，ヴアイス)の場合か資料欠如の場合かりいずれかであるロ

〔出典JKocku， Un相官品抑制晶erwaltung，凹 Burhennc.Werller S.附 nens，106 f.， Ehren 
berg， Unternehmungell. 470 fより作成。
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もなった。期末賞与は普通の(= (労働力〉としての〉労働者にとって実体的

には無縁な制度であったといってよいであろう。

(4) I賃金」水準 これについては， I iI上級管理職と中・下級職員， lu)中・下

級職員と熟練工， liii)熟練工と不熟諌工，の三つのレベルでそれぞれの年収を比

較する必要がある問。

(i) 主級管理職の給料はそれ自体として最高水準にあったが，これに給料額

をしばしば上回る利益配当をも加算すれば，給料に10，，-，15sSの期末賞与を加え

た中・下級職員の年収との格差は庄倒的であった。即ち表 1，4によれば，例

えば1860年における上級管理職の年収， 3，733ターレル(支配人)， 1，566ターレ

ノレ〔帳簿係)， 1，468タ レノレじ作業場長〕に対し，中・下級職員のなかで最高給

の会計係でも(給料額x1.15~1.1 =亨〉約700~670ターレル，つまり上級管理職

の年収の半額未満ないし 5分の 1以下であり， また最低給の製図員で約 300~

290 jiーレノレ， つま七上級管理職の年収の 5分の lないし12分の 1以下にすぎ

ない。しかもこの格差は， 67/68年以降の企業の拡張に基づ〈収益増に伴って

一層拡大する傾向にあった刷。

lii) 中・下級職員と熟練工の場合について，便宜上まず熟練工の期末賞与や

残業加給等を含めた年平均稼得収入を挙げれば， 1859年に307，60年に269，61 

年に291，62年に269，63年に289，67年に3l3;の各ターレルであったeυ。これ

に対し，表 1に示された60年代の中・下級職員の固定給に期末賞与を加算すれ

ば，熟線工の平均年収に及ばないか，またはその蓋然性の強い者は使丁と製図

員四 2 名にすぎず，それも各々63年〈約275~288タ レノレ〉と66年〈約264"-'

276ターレル〉に 度現われただけであって』他の場合にはどの年をとっても

全職員の給料+期末賞与は熟練工の平均年収を上回っている O 職員に対する特

権的な生活保障給政策の現実性がおよそここに示されている。しかし， 1872年

59) 半熟騨工と女工の年収については不明である.
60) S&H社の企業全体の収益は， 68年四313，凹Oタ レルから70年0)627，087ターレルへとほぼ倍

増しており，したがってそ¢舟利益配当も増額されたと考えられる。 Ehrenberg，a. a. 0.， 508 
61) Kocka. a. a. 0.. 68 
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には，熟練工の年稼得収入は最高700ターレル近し平均でも600ターレノレであ

ったが叫，他方表zに明 bかなように，中級管理職以上を除く殆ど全職員〔約

27名〉り給料十期木賞与は年700タ レノレ未満かあるいは600ターレノレ未満とな

っている(職工長と技術通信事務所員が約660~690ターレノレ，製図員と作業場

筆記員が約550~690ターレノレ，実験室員が約330~460ターレノレ〉。乙の乙とはp

下級職員の年収が平均的熟練工の年収以下かまたは後者と重畳していることを

推測きせる叫。それは， 67年からの「工場」への推転に伴う，下級職員の職務権

限レベルの「プロレタリア化」の端緒の現われに対応する左ころの，彼らの労

働条件レベルでの「プロレタリア化」の前兆と一応いうことができょう。とはい

え当時は未だ，生活保障給体系をはじめ，その他の際立つた諸特権の壁は殆ど

揺らいでいなかった。しかもまた，熟練工の年収の増加は(職員に無縁な〉出来

高制のもとでの労働強化の結果にすぎなかったことも留意されるべきである倒、

liii) 60年代の熟練工の年平均稼得収入を約300ターレノレとすれば，不熟練工

のそれは1860-66年に195~200ターレルであり，前者の収入の 3分の 2 程度に

相当した問。

以上の分析から，賃金水準において被傭者の各階層別に格差が形成されてい

ることが判明する。この ζ とは，人事・労務管理全体がし、わゆる特権の逆ピラ

ミッド構造をもっていたことを物語っている酎〉。勿論，での基本が職員と労働

者の閣の「官僚関係」的な身分的階層区分にあったことは言うま己もなL、。

(5)福利厚生施設'" ジーメンスは， 68年のロシア電信保線事業の廃止に伴

う余剰準備金によコて， I利益配当参加者のみならず全従業員を引き留める」間

ために次のような資産構成(69年〉をもっ諸施設をつくった。官僚扶助基金23，73

62) J?ふd..120 f 

63) 中下級職員の諸手当については，支給額の実態が不詳りため，ここではひとまず考慮外にお
〈ζ ととする。

64) G. Sieme羽S，a. a. 0.，78 
日 Ehrengerg.a， a. 0.. 469， Burhenne，ι a. 0.， 54 f. 67年以後につい ζは不明 Cある。

66) 古参労働音¢菅理の諸局面における年功評価もこの関連で理解されうる，
67) 以下，特に ζとわら白限り， Burhenne， a. a. 0.， 71-78による，

68) 186曲手の書簡。 Ehrenberg，a. a. 0.， 473 
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2ターレノレ，労働者扶助基金2，122ターレル， 般扶助勘定3，902ターレノレ，貯蓄

金庫勘定23，495ターレル。貯蓄金庫を除く 3つの施設の目的は「従業員」の疾

病，療養等あらゆる困窮への扶助にあったが，官僚扶助基金と労働者扶助基金

の額の際立った差(約10対 1)が示すように，職員と労働者でかなりの給付格

差があった。労働者扶助基金と扶助勘定はごく一時的目的に用いられたにすぎ

なかったとしヴ o 扶助制度は事実上職員のための特権的制度であった。もっと

も，この場合も給付は職員へり人格的献身の要求に対する思恵的「報酬」とさ

れた。つまりこの給付も， r官僚関係」的・「へん・イム・ハウゼj的な恩恵

的生活保障給体系の一部をなしたのである。貯蓄金庫は預金利子 5%で全被傭

者の利用に供されたが，主な利用者は職員であり，彼らは期末賞与を主と Lて

預金した。その理由は，期末賞与支給日以前の決算時点、から利息が払われたこ

とに占る。 S&H社はこの金庫を職員の長期雇用策と結びつけて，彼らの企

業忠誠心の確保を図ったのである目、なお，労働者に関しては，彼ら自ら S&

H 社内に補助金庫を設置し，自坊の体制を整えるという状況であった叩。それ

は，労働者に対するジーメ γスの自由主義的立場=いわば相対的無関心〈単な

る労働力としての扱い〕の結果であったといえよう。

以上要するに， S&H社はほぼ1872年頃までに，被傭者各層をいわゆる恩恵

的な特権の逆ピラミッド構造に組み込んで，彼らの企業帰属性を強める人事・

労務管理を形成していた。しかもその基軸は，社主ジーメンスの人事・労務管

理の理念に基づく徹底した職員の国家官僚擬制策，および職員と労働者との裁

然たる身分的階層区分策にあった。つまり，自立的で掌握困難な職員からは会

社または社主への不特定質量の人格的献身と忠誠を調達すべし彼らに「官僚

関係」的， iへノレ・イム・ハウゼ」的な思恵的諸特権=i身分相応」の長期的

69) この金瞳はその後も維持されているが，これに関してニ代自の社主グィルへルム v ジーメン
スは190~手に次のように述ぺている. i官僚連に良い投資の口主与えることは熟慮された政策で
あるa それは撞合剤とレ Cは恵くない」と o Kocka， a. a. 0.， 431 

70)設置の時点は明らかでない. 骨働者に対してはそのほか， 1853年にベルリン金属工業の経蛍
者濯が設置Lたベルり γ機械製造労働者疾病・死亡・廃疾金阜で困窮時の扶尉がなされた.一
Burhenne， a. a. 0.， 78 
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生活保障を与え，他方，労働者はこれを主に特定質量のく生きた労働〉を給付

する労働力と捉えて，彼らをより自由主義的な差別的非人格的管理に服せしめ

たのであった。

IV おわりに

最後に，以上の分析が19世紀末以降の職員層の問題とし、かに関わるかをごく

簡潔に述べて，ここでの結論にかえたい。

19世紀末以降に昂揚した「職員運動」において. Iよ部分自私的官僚は彼ら

の以前の生活諸条件の再獲得むために闘って」いた700 そして，そのための最

重要な手段は I国家官僚と同等の扱L、」で「手労働者身分」と区別された特

別の職員保険の法制化にあるとされた。 Lかも同時rこの職員保険問題は，第

二帝制末期の「職員問題」をめくる諸階級・諸階層の利害対立の集約点を形成

していたのである叩。本稿が分析した1872年頃までの S&H社の人事・労務

管理は，そうした職員層の動向や「職員問題」の性格を規定した「以前の生活

諸条件」の基本的内容を示しているということができるであろう。職員の生活

〔労働力再生産〉の主な場は，企業主の支配する個別経営のなかに存在L.彼

らの「生活諸条件」は経営巳よる人事(・労務〉管理に基本的に規定されたと

考えられるからである。要するに， I園家官僚」的扱いや「手労働者身分」と

の区別を主張する「私的官僚」の動きやp そうした動きをめぐる「職員問題」

は. 1872年頃までの S&H社の例が示すような，職員に対する国家官僚擬制

的な特権的生活保障策と，これに基づく職員と労働者との身分的階層区分策に

よって，歴史的に根拠づけbれていたのであった。

なお，本稿はさしあたり 1企業の事例研究にずぎ1'.その分析結果も他の企

71) E. Lederer， Privatb四 mtenbewegung，in: Archiv fu:r SoziaZ'札町拍包schafl叫 1dSozial 
tolitik， Bd. 31， 1910， 246 なお. r職員運動」中左翼的少数派の動きも帝申末には大きな政治
的社会的影響力を獲揮してくるが，ここでは紙面白都合上詳しく立入れない，

72) 以上 G.H~rt五el ， Angestellte und Anges臼lltengewerkschaftenin Deut.schland， Berlin 
1961， 136， Kocka， a a. 0.， 517-519， Lederer， a. a. 0.， 217 
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業の事例研究によって更に補完され吟味される必要があることを最後におこと

わりしておかなければならなし、。

く1979.11.5稿， 1979. 12. 24加筆〉

〔附記〕

本稿脱稿後， L. U. SchoI1， Ingenieure in d.日 F凶 hin抽出rialisu門 mg. Staatliche 

und private Techniker un Konigreich Hannover u:nd an der Ruhr (1815-1873)， 

Gottingen 1日78;G. Schulz， D出 Arbeiterund且ngestell白nbei Felten & Guilleaume 

Sozialgeschichtliche Unters町 hungeines Kolner lndustrieunternehmens im 19. und 

beginn.をmden20. Jahrhundert. Zeitschrift戸γ Unte1四 h四 ensgeschichte，Beiheft 13， 

Wiesbad阻 1979を入手したが， 19世紀中葉における諸企業の職員人員管理に関する以

上の両書の論述は，木稿の分析結果と基本的に一致Lている Eい。てよい。


